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平
成
24
年
４
月
か
ら
「
子
ど
も

手
当
」
に
か
わ
り
「
児
童
手
当
」

が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

平
成
24
年
３
月
31
日
現
在
で
子

ど
も
手
当
の
認
定
を
受
け
て
い
る

方
は
、
自
動
的
に
児
童
手
当
の
認

定
が
行
わ
れ
ま
す
。

■
支
給
対
象
と
な
る
方

　

中
学
校
卒
業
（
15
歳
に
な
っ
た

後
、
最
初
の
３
月
31
日
）
ま
で
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

■
手
当
月
額　

支
給
一
覧
表

■
支
給
月　

６
月（
２
〜
５
月
分
）

　
　
　
　
　

10
月（
６
〜
９
月
分
）

　
　
　
　
　

２
月（
10
〜
１
月
分
）

■
所
得
制
限

　

平
成
24
年
６
月
か
ら
所
得
制
限

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

 　

所
得
制
限
一
覧
表
の
と
お
り

※
制
限
以
上
の
方
は「
特
例
給
付
」

と
し
て
、
児
童
１
人
に
つ
き
月
額

５
千
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
現
況
届

　

児
童
手
当
を
受
給
中
の
方
は
毎

年
６
月
中
に
現
況
届
の
提
出
が
必

要
で
す
。
対
象
者
に
は「
現
況
届
」

を
送
付
し
ま
す
。

対　象　年　齢 支　給　額

３歳未満 １５，０００円

３歳以上

小学校終了前

（第１子・第２子） １０，０００円

（第３子） １５，０００円

中学生 １０，０００円

　

平
成
23
年
全
国
消
費

者
物
価
指
数
の
実
績
値

（
対
前
年
比
で
０
・
３
％

の
下
落
）
に
応
じ
て
、

平
成
24
年
度
の
手
当
額

が
「
児
童
扶
養
手
当
法

に
よ
る
児
童
扶
養
手
当

の
額
等
の
改
定
の
特
例

に
関
す
る
法
律
」
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
変
更
さ
れ
ま
す
。

　

８
月
上
旬
に
対
象
者

の
方
へ
、
市
か
ら
届
出

用
紙
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
指
定
期
日
ま
で
に

提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

所
得
状
況
届
の
提
出

が
な
い
場
合
に
は
、
８

月
以
降
の
手
当
が
差
し

止
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　
　

障
が
い
福
祉
担
当

　
　

（
内
線
１
８
３
）

扶養親族の数 所得額
０人 ６２２万円

１人 ６６０万円

２人 ６９８万円

３人 ７３６万円

４人 ７７４万円

５人 ８１２万円

特別児童扶養手当・特別障害者手当等の額の変更

子
ど
も
手
当
か
ら
児
童
手
当
に
か
わ
り
ま
す

※特別児童扶養手当は、平成２４

年８月支払（平成２４年４月分

～７月分）から変更になります。

※特別障害者手当・障害児福祉手

当は、平成２４年５月支払（平

成２４年２・３月分は変更前の

額、平成２４年４月分は変更後

の額）から変更になります。

平成 23年度
平成 24年
3月分まで

平成 24年度
平成 24年
4月分から

支　給　月

特別児童扶養手当（1級） ５０，５５０円 ５０，４００円
4・8・11月

特別児童扶養手当（2級） ３３，６７０円 ３３，５７０円

特別障害者手当 ２６，３４０円 ２６，２６０円 2・5・8・11月

障害児福祉手当 １４，３３０円 １４，２８０円 2・5・8・11月

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福

祉
手
当
の
受
給
に
は
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
毎
年
、
所
得

状
況
届
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

〈
添
付
書
類
〉

①
受
給
者
の
健
康
保
険
証
の
コ

ピ
ー
（
国
民
健
康
保
険
加
入

の
方
は
不
要
で
す
）

②【
平
成
24
年
１
月
２
日
以
降
韮

崎
市
に
転
入
さ
れ
た
方
】

　

前
住
所
地
で
取
得
し
た
平
成
24

年
度
所
得
証
明
書
（
児
童
手

当
用
）

　

（
市
町
村
に
よ
り
取
得
で
き
る

時
期
が
異
な
り
ま
す
の
で
事

前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。）

〈
提
出
期
限
〉　

６
月
29
日
（
金
）

※
現
況
届
の
提
出
が
な
い
場
合
は

支
給
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
の
で
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　
　

子
育
て
支
援
担
当

　
　

（
内
線
１
７
３
・
１
７
４
・

　
　
　
　
　

１
７
５
・
１
７
９
）

■支給一覧表

■所得制限一覧表


